
男女平等社会とワーク・ライフ・バランス

～男女がともに輝く社会へ！～

２０２３年１２月１８日（月）

連合山形女性委員会
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女性委員会の紹介

連合山形女性委員会は、女性組合員を対
象にした、女性のための組織です。

各構成組織（産業別労働組合）から選出さ
れた女性組合員で構成しています。

女性の問題等の課題の共有化や課題解
決に向けた取り組みを行っています。

連合山形女性委員会



3連合山形

産別 業種 所属組織

委員長 1人
副委員長 １人
事務局長 1人
事務局次長 ５人
事務局 １人

計９名

交通労連 運送・バス・タクシー 山形交通

ＪＰ労組 郵便・金融・保険 日本郵政グループ

電力総連 電力事業 東北電力

ＪＡＭ 金属機械 かわでん労組

情報労連 通信 ＮＴＴ

県教組 教職員 朝日町立宮宿小学校

電機連合 電子機械 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｱｺﾝｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝﾕﾆｵﾝ

自治労 公務員・公共民間

ＵＡゼンセン 流通

連合山形 事務局

女性委員会のメンバーは・・・・
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１. 今なぜ女性活躍、働き方改革なのか
２. 働く女性の現状と課題
３. 男女がともに働き続けられる社会
４. 連合山形女性委員会の取り組み

連合山形女性委員会

本日の内容



最大のチャレンジは「働き方改革」であります。加藤大臣のもと、「働き方
改革実現会議」を開催し、塩崎厚労大臣と緊密に連携しながら、年度内を
目途に「働き方改革」の具体的な実行計画を取りまとめてもらいます。

安倍総理発言（2016.8.3 第3次安倍第2次改造内閣発足時総理会見）

働き方改革実現会議（2016.9.27～）
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経済成長の視点だけでなく、
働く者の視点に立った
働き方改革にしていくことが
重要だね。

非正規雇用労働者の処遇改善や

長時間労働の是正など、連合が

求めてきた政策について

社会的コンセンサスが形成され、

「実行計画」として結実したことの

意義は大きい。

実行計画に対する連合の評価実行計画に対する連合の評価

働き方改革実現会議
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誰もが働きやすい社会の実現には、それぞれの課題を解決しつつ、
男性を中心とした長時間労働等の働き方の見直しが必要不可欠

 

育児中の人
〇両立支援制度の充実
〇保育の受け皿整備 など

 
高齢者

女性
〇女性活躍の推進 など

  

非正規
〇処遇改善
〇正社員化 など

若者

 

介護中の人
〇両立支援制度の充実
〇介護の受け皿整備 など

 
障がい者

 
治療中の人

＜誰もが働きやすい社会・ジェンダー平等社会の実現＞
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セクシャル
マイノリティ

連合がめざす「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて、
働く者の視点に立った働き方改革を行っていく必要がある

連合がめざす「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて、
働く者の視点に立った働き方改革を行っていく必要がある

働く者の視点で



○日本の生産年齢人口(生産活動の中心となる15歳～64歳)は1997年を境に減少
○減少傾向は、他の先進国と比べて顕著である

働き方改革実行計画参考資料
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生産年齢人口の推移



○このままでは４５年後、日本の人口は３割減の8,808万人となる
○生産年齢人口は４割減で、将来の社会保障制度、経済成長等が懸念されている
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出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」出生中位・死亡中位推計から作成

高齢者1人を支える
現役世代は1.3人

高齢者1人を支える
現役世代は2.3人
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コロナ禍が終息に向かうに
つれ、急速な人手不足が深
刻に･･･

将来推計人口



○国際比較では、一人当たり総労働時間と労働生産性は、負の相関関係
○日本より一人当たりＧＤＰの大きな国の多くは総労働時間が短い

働き方改革実行計画参考資料
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労働時間が長ければ
生産性が上がるという
わけではないんだね。

年間総実労働時間の推移

労働時間が長い
GDPが高い
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年間総実労働時間の推移

○年間総実労働時間は、減少傾向で推移している
○実際はパート比率の高まりの影響で、一般労働者の総実労働時間は変わらない



○フルタイム労働者に対するパートタイム労働者の賃金水準は日本は６割弱
○ヨーロッパ諸国では７～８割程度と日本と大きく差がある

働き方改革実行計画参考資料

12

約5,500万人の雇用者の
約4割が非正規雇用だよ。
賃金格差は多くの人に
関わる大きな課題だね。

パートタイム労働者の賃金水準



①（女性のことを）

「採っていない」

②（女性のことを）

「育てていない」

③（女性にとって）

「続けたくない」

「続けられない」

④（女性にとって）

「昇進したいと

思えない」

○35.7％の企業は「女性採用なし」
出所：雇用均等基本調査（2017年）

○総合職の採用割合は
男性56.0％に対し、女性38.5％
出所：雇用均等基本調査（2017年）

○将来的な育成に向けた教育訓練を
受けている率は男性よりも女性が低い。
（30代後半 男性28.8％／女性15.3％）
出所：2009年働くことと学ぶことについての調査

○「営業」「生産」部門は約７割の企業が
「男性９割以上の職場あり」と回答。
出所：採用・配置・昇進とポジティブ・アクションに

関する調査（2014年）

○課長以上の昇進希望を持つ女性は
１割程度。
○昇進を望まない理由のトップは
「仕事と家庭の両立が困難になる」
出所：ＪＩＬＰＴ「男女正社員のキャリアと

両立支援に関する調査結果（2013年）」

○約５割の女性が第1子出産後に退職
出所：「第15回出生動向基本調査（夫婦調査）」

○妊娠・出産を機に退職した理由の30.2％は
「仕事と育児の両立の難しさで辞めた」
○両立の難しさで辞めた」理由の46.2％は
「勤務時間があいそうもなかった」
出所：「2015年度仕事と家庭の両立に

関する実態把握のための調査」
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女性活躍推進法女性活躍推進法

～女性活躍の壁～

日本の働く女性の現状



政府目標は、2020年までに
男性の育児休業取得率13％達
成できていない！

育児休業を取り巻く課題
～出産退職と女性に偏る育児休業取得～
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15連合山形女性委員会

働く女性の現状と課題 育休取得率

山形県においては、令和2年の育児休暇取得率は、女性は94.2％と高い状
況にあるが、男性は21.6％と前年度と比較し６．５ポイント上昇している
が、女性に比べると低い状況にある。

80.2％

17.13％



＜働く女性の現状＞

○日本の女性の就業率（15～64歳）は、2021年には７１．３％

○約２３．６％の女性が第1子出産を機に離職（2021年）

○管理的立場にある女性の割合は１３．２％と国際的に見ても低い

2015年女性活躍推進法成立
（2016年4月1日施行）

＜日本の現状＞

〇将来の労働力不足が懸念される

〇国民のニーズの多様化、グローバル化に

対応するためにも、企業等における

人材の確保・多様性への対応が

必要不可欠！
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女性活躍推進法女性活躍推進法 女性活躍推進法の成立

背景

13.2％



◆すべての働く女性が、その個性と能力を十分に発揮し、活躍できる環境を整備す
るための法律
◆２０２０年４月に「改正女性活躍推進法」が施行

女性活躍推進法とは

＜対象は？＞
国および地方公共団体（特定事業主）
301人以上の民間事業主（一般事業主）
（300人以下は現在努力義務）
★2022年4月から101人以上に拡大された！（義務化）

＜何をする？＞
ステップ1：女性の活躍状況の把握・課題分析
ステップ2：行動計画の策定、社内周知、外部公表
ステップ3：行動計画を策定したことの労働局へ届出
ステップ4：取り組みの実施、効果の点検・評価

女性活躍推進には、
働きやすい環境整備も重要。
めざすのは、男性も含めて
誰もが働きやすい職場だよ。

ま
ず
は
職
場
の
課
題
を
分
析
し
、

何
を
取
り
組
む
か
考
え
よ
う
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改正女性活躍推進法改正女性活躍推進法

山形の大部分が中小
企業で現在努力義務

改正女性活躍推進法の概要

義務



改正女性活躍推進法改正女性活躍推進法 「プラチナえるぼし」認定制度

プラチナえるぼしとは

◆女性の活躍推進に関
する状況等が優良な事
業主への認定である現
行の「えるぼし認定」よ
りも水準の高い
「プラチナえるぼし認定」
を創設しました。
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19連合山形女性委員会

働く女性の現状と課題
家事・育児の時間
末子6歳未満世帯の週平均家事・育児時間

夫の家事・育児参加
が進んでいない



20連合山形女性委員会

働く女性の現状と課題 男性の働き方
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21連合山形女性委員会

週６０時間就業

１日８時間 × ５日 ＝ ４０時間
残業  ２０時間

合計  ６０時間

１日平均 ４時間の残業

働く女性の現状と課題 男性の働き方



22連合山形女性委員会

働く女性の現状と課題 性別役割分業

仕事

家庭



23連合山形女性委員会

セクシャルハラスメント パタニティハラスメント

働く女性の現状と課題 ハラスメント

マタハラパワーハラスメント



24連合山形女性委員会

将来もらえる年金にも格差が！！

働く女性の現状と課題 男女の格差



25連合山形女性委員会

働く女性の現状と課題 男女間賃金格差



26連合山形女性委員会

４０歳   男性正社員 ３７.５万円
女性正社員 ２７.６万円

差        ９.９万円（1ｹ月）

４０歳   男性正社員 ３７.５万円
女性非正規 １７.５万円

差     ２０.０万円（1ｹ月） 

１年間２４０.０万円の差

１年間１１８.８万円の差

働く女性の現状と課題 男女間賃金格差
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●仕事の与え方に傾向的な男女別取扱
（アンコンシャス・バイアス）

●出産・育児を主たる原因とするｷｬﾘｱ形
 成や昇進昇格の遅れがそのまま放置

●家族手当・住宅手当の世帯主支給要件
きゃりあ

連合山形女性委員会

働く女性の現状と課題
男女間賃金格差が生まれる要因



連合山形女性委員会 28

①仕事と生活の調和

②多様な仲間の結集と労働運動の活性化

③働きがいのある人間らしい仕事の実現と
女性の活躍促進

３.男女がともに働き続けられる社会



29連合山形女性委員会

男女がともに働き続けられる社会

①仕事と生活の調和

●性別役割分業意識の改革

●妊娠・出産・介護を理由に離職しないよう
職場環境の整備

●長時間労働の慣習の見直し



30連合山形女性委員会

②多様な仲間の結集と労働運動の活性化

あらゆる立場の人の意見を

出来るだけ多く聴くことが大事

当然、女性の声も大事です！！

男女がともに働き続けられる社会



連合山形女性委員会 31

男女がともに働き続けられる社会

③働きがいのある人間らしい仕事（ディーセントワーク）
の実現と女性の活躍促進

 ●ディーセントワークとは？
・権利が保障される仕事
・十分な収入を生み出す仕事
・適切な社会的保護が与えられる
仕事
・十分な仕事があること
Ｄｅｃｅｎｔ Ｗｏｒｋ ｆｏｒ Ａｌｌ！！



32連合山形女性委員会

４.連合山形女性委員会の取り組み

( 

①春季生活闘争の取り組み
「学習会」「３．８国際女性デー」の周知

②山形労働局雇用均等室への要請行動

③女性のためのなんでも労働相談

④女性委員会ニュースの発行

⑤ジェンダー平等の推進



33連合山形女性委員会

４.連合山形女性委員会の取り組み

①春季生活闘争の取り組み
「学習会」「３．８国際女性デー」の周知

【第１部】２０２３春闘 学習会 （２０２３年３月４日（土））

◎講 演  「私たちの暮らしと政治」

講 師 連合政治センター 川島千裕事務局長

【第２部】街頭行動 「デモ行動」と
「３．８国際女性デーの周知行動」

「バラの花」と「チラシ」の配布



( 

４.連合山形女性委員会の取り組み

②山形労働局雇用均等室へ「雇用における男女平等に関する」
要請行動（2023年6月26日）

34連合山形女性委員会

○雇用における男女平等に関する要請
１．雇用創出と生活困窮者への支援
２．仕事と育児・介護、不妊治療等が両立できる就業
環境の整備

３．女性活躍とジェンダー平等で多様性を認め会う社
会の実現
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( 

連合山形女性委員会

４.連合山形女性委員会の取り組み

③女性のための全国一斉労働相談ホットライン（６月６、７日）

２０２３年 ６月
労働契約関

係
労働時間関

係
雇用
関係

差別関係 その他

件数 計１６件 ４件 ２件 ２件 ６件 ２件

比率 ２５．０％ １２．５％ １２．５% ３７．５％ １２．５％
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( 

連合山形女性委員会

４.女性委員会ニュースの発行

定期的に「女性委員会ニュース」を発行
女性委員会で活動したことやイベント等を組合員に周知

２０２４年度は女性活躍推進・広報、ジェンダー平等の促進のため、
「ジェンダー通信」に名称を変更し、女性委員会、青年委員会での活動
を周知していく。
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( 

連合山形女性委員会

４.ジェンダー平等の推進
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( 

連合山形女性委員会

４.ジェンダー平等の推進



39連合山形女性委員会

女性も変わろう！

●自分の意思や状況を、明確に伝えよう

● 「どうせ私は」という被害意識を止めよう

●出産や子育ての経験を、仕事に活かそう。
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